
盛岡地区 資料4
河川空間のオープン化について

（1）想定している事業内容及び都市・地域再生等利用区域指定範囲（案）

1

（ア）舟運

・もりおか丸運航による舟運事業の実施

（イ）河川敷利用

・木伏緑地と連携した河川敷利用の実施

（ウ）その他各種イベントの実施

・賑わいを与える各種イベントの実施

○想定している事業内容（案）

これまでの社会実験等の成果をふまえ、以下の事業内容、指定区域を想定する。

・夕顔瀬橋～明治橋

・上記区間のうち、旭橋～開運橋（右岸側の河川管理用通路及び高水敷）を
河川占用申請予定

○想定している都市・地域再生等利用区域指定範囲（案）

※今後、施設（予定）使⽤者等との協議により変更する可能性有
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（2）区域指定に向けた今後の動き

区域指定に向けて、現在の主な河川利⽤者へのオープン化について説明、協議より着⼿する。
※今後、施設（予定）使⽤者等との協議により変更する可能性有

民間事業者（施設使用者）盛岡市河川管理者

要望書（案）
の作成開始

近隣の商店街、町内会等へ
オープン化について説明

地域の合意形成に関する協議会（例：かわまちづくり懇談会）

地域合意の確認

現在の主な河川利用者へ
オープン化について説明、
協議

適宜、助言等

要望書（案）完成

要望書（案）の説明

要望書提出

オープン化許可・公表

審査、事業者決定

要望書受理・審査

占用申請受理・審査

占用許可
契約締結、契約内容報告

受理

民間事業者による営業開始

占用申請

民間事業者公募準備開始

民間事業者公募開始（例：プロポ） 応募、書類提出
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舟運・その
他イベント
に対応

木伏緑地と連携した利用
によるにぎわいを創出

※今後、施設（予定）使用者等との協議により変更する可能性有
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